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レハ此ノ著󠄁作者󠄁專有ノ權利ヲ侵󠄁害󠄂スルモノハ凡テ僞作者󠄁ナリ、恰カモ所󠄁有權ハ所󠄁有者󠄁カ自己ノ所󠄁有物ヲ使󠄁用收益󠄁處分スルノ專權ナレハ此ノ專權ヲ侵󠄁スモノハ凡テ所󠄁有權侵󠄁害󠄂者󠄁タルカ如シ、
	前󠄁述󠄁ノ如キ所󠄁爲ニ依リ他人ノ著󠄁作權ヲ侵󠄁害󠄂シ之ニ因リテ損害󠄂ヲ生セシメタルトキハ其ノ損害󠄂ヲ賠償セサル可カラス、抑モ他人ノ權利ヲ侵󠄁害󠄂シタルモノハ民法ニ所󠄁謂不法行爲ニシテ之ニ因リテ損害󠄂ヲ生セシメタルトキハ之ヲ賠償セサル可カラサルコトハ民法ノ規定ニヨリテ明ナリ、而シテ著󠄁作權モ亦一ノ財產權ナレハ之ヲ侵󠄁害󠄂シタルモノハ當然民法ノ不法行爲ノ規定ニヨリ其ノ損害󠄂ヲ賠償セサル可カラサルコトハ勿論ニシテ特ニ本條ノ如キ別段ノ規定ヲ設クルヲ要セサルカ如シ、本條ノ規定ハ單ニ著󠄁作權ノ侵󠄁害󠄂ハ民法ノ所󠄁謂不法行爲タルコトヲ明ニシタルニ過󠄁キスシテ學理上精󠄀確ニ之ヲ論スレハ或ハ不必要ノ規定ナラン、只疑義ノ生センコトヲ恐レ之ヲ明瞭ニシタル立法者󠄁ノ老婆心タルニ過󠄁キスト云フノ外ナキナリ、
	第三十條　既󠄀ニ發行シタル著󠄁作物ヲ左ノ方法ニ依リ複製スルハ僞作ト看做サス



	第一　發行スルノ意思ナク且器󠄁械的又ハ化󠄁學的方法ニ依ラスシテ複製スルコト
	第二　自己ノ著󠄁作物中ニ正當ノ範圍內ニ於テ節󠄁錄引用スルコト
	第三　普󠄁通󠄁敎育上ノ修身書及讀本ノ目的ニ供スル爲ニ正當ノ範圍內ニ於テ拔萃蒐輯スルコト
	第四　文󠄁藝學術󠄁ノ著󠄁作物ノ文󠄁句ヲ自己ノ著󠄁作シタル脚本ニ挿入シ又ハ樂譜ニ充用スルコト
	第五　文󠄁藝學術󠄁ノ著󠄁作物ヲ說明スルノ材料トシテ美術󠄁上ノ著󠄁作物ヲ挿入シ又ハ美術󠄁上ノ著󠄁作物ヲ說明スルノ材料トシテ文󠄁藝學術󠄁ノ著󠄁作物ヲ挿入スルコト


第二章　僞作
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		 このページの最終更新日時は 2018年11月13日 (火) 12:47 です。
	テキストはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。追加の条件が適用される場合があります。詳細については利用規約を参照してください。
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